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６月定例会以降の教育行政につきまして、ご報告申し上げます。 

 

１ 各種大会等の出場結果について 

１点目は「各種大会等の出場結果について」ご報告申し上げます。 

少年団活動及び部活動につきましては、新型コロナウイルス感染

症の全国的な感染状況等を踏まえ、児童生徒の安全・安心を第一に

考慮して、６月以降は活動の再開から練習試合や各種大会の開催・

参加について段階的に実施してきました。 

その中で中学生野球の北海道大会が開催され、本町の中学生が出

場してまいりましたのでご報告申し上げます。 

８月 14 日から岩見沢市で開催されました「会長杯争奪中学野球北

海道大会」に中標津中学校の男子６名、広陵中学校の男子４名が根

室管内の選抜チーム代表として出場し、３位の成績を収めました。 

 

続きまして、農業高校の関係分です。 

農業クラブ関係の大会につきましては、意見発表大会、技術競技

大会とも、全道及び全国大会の開催が中止となる中、本校教育の重

点目標の一つであります「農業クラブ活動などで活躍できる生徒を

育てる」という観点から、校内意見発表大会は５月 29 日に、校内技

術競技大会は７月 29 日に競技種目ごとに会場を設けるなどして、感

染防止の３密回避対策を講じた中で実施いたしました。 
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２ スポーツ合宿の誘致について 

２点目は「スポーツ合宿の誘致について」です。 

本町と「体育・スポーツ振興に関する協定」を締結している日本

体育大学の陸上競技部男子駅伝ブロックによる合宿が、８月 21 日か

ら９泊 10 日で開催されました。 

男子駅伝ブロックによる合宿は本町で初めて実施されたもので、

８月上旬から長野県で実施されていた強化合宿を経て、選抜メンバ

ー20 名、指導者及びスタッフ等７名が来町しました。当地の冷涼な

気候の特色を生かし、箱根駅伝出場へ向けての体力強化が図られま

した。 

 

３ 中標津農業高校生の海外派遣について 

３点目は「中標津農業高校生の海外派遣について」です。 

今年度をもって最後としておりました、３年生選抜型のカナダへ

の「海外酪農研修」につきましては、当初、東京オリンピック開催

時期を考慮し６月上旬を予定しておりましたが、外務省の「各国に

対する感染症危険情報の発出」により、渡航中止勧告のレベル３と

なっていることから、時期を 12 月に変更しております。今後におい

ても収束の見込みが立たない場合は、来年３月まで引き延ばし、最

後まで可能性を探り続けたいと考えております。 

また、12 月に実施しております２年生の見学旅行につきましては、
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今年度より農業高校の魅力向上のため、行き先を従前の国内からハ

ワイに切り替え、「海外農業研修」として新たに予定しておりました。 

しかし、酪農研修同様の状況により、教員と生徒約 50 名の海外へ

の旅行計画を維持続行するには、非常に高いリスクが伴うと考えら

れることから、行き先を沖縄県とした従前の国内見学旅行に切り替

え、実施の可否を検討しているところであります。 

 

４ 町立学校再開後の教育活動について 

４点目は「町立学校再開後の教育活動について」です。 

５月 26 日から国の緊急事態宣言が全面解除となり、北海道教育委

員会から学校再開の通知を受け、６月１日より町内全校で学校を再

開したところです。 

再開にあたりましては、文部科学省からの「学校における新型コ

ロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～『学校の新しい

生活様式』」に基づく感染症対策等を徹底し、学校における感染及び

その拡大のリスクを可能な限り低減した上で、児童生徒の健康安全

を最優先した上で教育活動を行っております。 

また、感染対策を踏まえた児童生徒の「学びの保障」につきまし

ては、今後必要となる授業時数を分析し、長期休業期間の短縮、教

科指導の重点化、学校行事の見直しや精選を行い、児童生徒の過度

の負担とならないよう配慮をしながら、最大限子どもたちの健やか

な学びを保障するための教育活動の展開に努めているところです。 
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運動会や体育祭、発表会などについては、学年単位、学級単位な

どの工夫により実施しています。また、修学旅行については、旅行

業者等と連携し、対応ガイドラインに基づいてバス等による移動、

食事や部屋割り等、あらゆる場面で「３つの密」の回避に努め、感

染防止を図って実施しているところです。 

今後も引き続き感染症対策を徹底し、制限のある生活の中にも子

どもたちが楽しさや喜びを見いだせる教育活動を展開できるよう学

校現場とともに努力してまいります。 

 

以上、４点について申し上げ、６月定例会以降の教育行政報告と

させていただきます。 

 

 

 


